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目的
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•本プロジェクトにおいて収集
されたデータを，産業上の目
的のために利用するに際し、
法的・倫理的な問題をミニマ
ムにコントロールする手法を
明らかにすること。



• 現時点での，先進国における，一般的な法律実務を前提とする。 
• そうすると，実験参加者，情報提供者らの informed consent を実質化
する方法は何か，という問いとなる。 

• ここで、“実質化” とは、具体的には、次のような状態が達成されること
を意味する。 
▪ 法廷において： “informed consent なしに情報が利用された” こと
が、立証できない。 
▪ コンプライアンスの文脈において： “informed consent が存在し
た” ことを、個人由来の情報（“個人情報” とは異なり、匿名化され
た情報も含むことに注意）を利用する企業その他の団体が、説明で
きること。 
▪ 信認義務の文脈において：実験参加者、個人情報提供者らと、 情報
を収集、蓄積または利用する企業その他の団体とが、互いに、情報
の収集、蓄積または利用について、納得し、疑問は通常のコミュニ
ケーションによって解決できると信頼できる状態にあること。
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第一のフェーズ
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結論 

• Informed consent を実質化す
るためには、実験参加者、情報
提供者らに対して、同意書面へ
の署名という event の後も、
継続的に知識が提供されること
が有用。 

•知識提供は、情報の収集、蓄積
または利用を行う者以外（以下、
便宜のため、「第三者」という）
からなされたとしても有用。 

•実験参加者、情報提供者らの知
識水準が、あらかじめ高められ
ているならば、より好ましい。



第一のフェーズ
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理由



第一のフェーズ
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理由 ̶ 問題のパラフレーズ
• 理想的な（現実には存在し
得ない）informed 
consent とは、
「consent を行う者」と
「consent を求める者」
との間の情報格差が零の環
境でなされる consent で
ある。 
• しかし、両者の情報格差が
零となることはない。 
• だとすると、informed 
consent の実質化とは、
その情報格差を現実的に可
能な範囲で零に近づける営
みである。



第一のフェーズ
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理由 ̶ ネットワークモデルによる検討
• 情報優位者（actor A）と，情
報劣位者（actor B）と，複数
の情報源と，その他の actor た
ちが存在する社会モデルを想定
する。 

• A と B の間の情報格差は，次
のように，モデルとして表現で
きる。 
• A は，より多くの情報源に
対して，より短い distance 
でアクセスする path を持っ
ている。 

• B は，より少ない情報源に
対してのみ，また，より長
い distance でのみ，アクセ
スする path を持っている。

A

B



第一のフェーズ
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理由 ̶ ネットワークモデルによる検討
• このような状態の実現は，次の
いずれによっても，行うことが
できる。 
• B が情報源にアクセスする 
path を，A が仲介して，成
立させる。 

• B が情報源にアクセスする 
path を，A 以外の者（例え
ば，C）が仲介して，成立さ
せる。 

• そして，これらの path の成立
が，B が参加する特定の event
（典型的には，同意書への署名）
であるかどうかは，このような
状態の実現の有無には，関係し
ない。

A

B

C



第一のフェーズ
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理由 ̶ ネットワークモデルによる検討

• この説明は，informed 
consent の実質化という文脈に，
再度パラフレイズすると，結論
の通りとなる。



第一のフェーズ
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第二のフェーズに持ち越された問題 
•第三者による知識提供を効果
的に行う方法を示すこと。



第二のフェーズ

 11

結論 

• X専門的な情報を収集して，そ
こから得られた知見を一般向
けの記事として編集し，再発
信するキュレーション・サイ
ト等のメディア（以下，「キュ
レーション・メディア」）を
活用することが有用。



第二のフェーズ
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理由 



第二のフェーズ
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理由 ̶ 問題のパラフレーズ
• 実験参加者、情報提供者ら
の多くは，一般的な市民だ
から，専門的な知識に，容
易にアクセスできる手段を持
たない。 

• そこで，彼らが専門的な知識
に，容易にアクセスできる手
段を用意する必要がある。 
• なお，専門的な知識は，そ
のままでは，非専門家には
理解し難いから，例えば，
web 上で論文の所在を特定
できただけでは， “専門的な
知識にアクセスした” とは，
いえない。



第二のフェーズ
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理由 ̶ ネットワークモデルによる検討 • 問題を，社会ネットワーク分析
（Social Network Analysis）
の文脈における “centrality” （よ
り多くの，他の頂点と，直接ま
たは間接につながっている頂点
は，centrality が “高い” 頂点
と呼ばれる）の概念を使って，
さらに，パラフレーズする。 

• 専門的な知識のソースである 
vertex は，centrality が低
い。　つまり，その vertex と
つながっている，他の vertex 
の数が，比較的，少ない。



第二のフェーズ
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理由 ̶ ネットワークモデルによる検討
• もし，centrality が高い（すなわ
ち，一般的な市民がアクセスする
可能性が極めて高い） website 
その他のメディア（左図の Hub）
が，専門的な知識を収集し，再発
信するならば，一般的な市民が，
専門的な知識にアクセスする可能
性が高まるはずである。 

• もっとも，そのメディアが，専門
的な知識を “そのまま” 再配信し
たのでは，一般的な市民にとって
は， “文字は読めるが意味がわか
らない” ということになるから，
アクセスしたことにはならない。 

• そのメディアが，専門的な知識を，
リライトして，再発信する必要が
ある。



第二のフェーズ

 16

理由 ̶ 法律実務家らのインプレッション

• 法律実務家らから聴取した結果
においても，彼らがある企業，
団体，人等が提供する役務や彼
らの行動を信頼するために依拠
する情報は，必ずしも，彼ら自
身から提供されたものである必
要はなく，しばしば，第三者を
情報源とするものであることが，
一致したインプレッションとし
て示された。



第二のフェーズ
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第三のフェーズに持ち越された問題 

•キュレーション・メディアが
発信する情報の妥当性をどう
やって確保するのか？誰でも
思いつくプレ・スクリーニン
グだけでは，情報の妥当性を
確保できないことが，明らか。



第三のフェーズ
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結論 

•キュレーション・メディアが
情報を発信した後であっても，
その運営者は，外部からのオ
ブジェクションを利用して，
情報の修正，改善，削除等を
行うことが相当である。 

•外部からのオブジェクション
が，キュレーション・メディ
アの運営者の目にふれる可能
性を高めるためには，別のキュ
レーション・メディアが，そ
のようなオブジェクションの
収集と再配信を行うことが役
に立つ。



第三のフェーズ
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理由 



第三のフェーズ
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理由 ̶ 法律実務の観点から

• 内部者によるレビューがしばし
ば失敗することを前提として、
外部者を活用するのは、法律実
務では一般的。 

• 特許法（特許異議、特許無効審
判請求）、不当景品類及び不当
表示防止法（不当表示発見の端
緒）のように、事後的な、第三
者からのオブジェクションを利
用する実務が、定着し、広く活
用されている。



Objections to Patent in Japan

Patent Application 
(Patent Law §36) 

Decision of Grant 
(Patent Law §51) 

Applicant’s Opinion

Opposition to a Granted Patent 
(Patent Law §113) 

JPO’s Decision

Invalidity Trial 
(Patent Law §123)Suit for Reversal of 

Trial Decision 
(Patent Law §178)

Third-Party Initiated Objection

Objection Initiated by Interested 
Parties

No. of Domestic Filings 

318,479 (2017) 
318,381 (2016) 
318,721 (2015)

*Compiled by: Koji SUGIMURA (Attorney-at-law, Japan) 
  Statistics data adapted from: JPO, “Annual Report on Patent Administration, 2018 edition”, (July 2018). 
  Note: The data items do not necessarily have strict correspondence relationships. 
  For example, an application filed in a certain year would not necessarily be subjected to a decision or objection within the same year.

No. of Decisions of Grant 

183,919 (2017) 
191,032 (2016) 
173,015 (2015)

No. of Opposition 
Petitions 

1,251 (2017) 
1,214 (2016) 
364 (2015)

(i) Decision to 
Revoke Patent 
128 (2017) 
155 (2016) 
0 (2015)

(ii) Decision to 
Uphold Patent 
1085 (2017) 
645 (2016) 
5 (2015)

(i)÷((i)+(ii)) 
10.6%(2017) 
19.4%(2016) 
0%(2015)

No. of Trial Requests 

161 (2017) 
140 (2016) 
231 (2015)

(i) Request allowed 
35 (2017) 
56 (2016) 
39 (2015)

(ii) Request denied 
108 (2017) 
125 (2016) 
144 (2015)

(i)÷((i)+(ii)) 
24.5%(2017) 
30.9%(2016) 
21.3%(2015)

(i)÷((i)+(ii)) 
38.3%(2017) 
29.9%(2016) 
38.5%(2015)

Court’s Decision

(i) Reversal of Trial 
Decision 

36 (2017) 
23 (2016) 
30 (2015)

(ii) Request Denied 

58 (2017) 
54 (2016) 
48 (2015)



Objections to Misleading Representations in Japan under  
the Act Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations of Japan

Orders for Action 
(§7, UPMR Act)

Information Provision by 
Third Party 

(E.g. UPMR Violation Allegation 
Info. Provision Form, etc.)

*  Compiled by: Koji SUGIMURA (Attorney-at-law, Japan) 
  Statistics data adapted from: CAA, “Report on UPMR implementation and measures geared at normalization of Representations etc. - 2017 
Edition”, (June 2018). 
  Note: The data items do not necessarily have strict correspondence relationships. 
  For example, an investigation launched in a certain year would not necessarily be subjected to an Order for Action within the same year

Final Decision of CAA

Percentage of Info. Provision Related 
Cases out of all Investigations 
(iii)÷((i)+(ii)+(iii)) 
76.0%(2017) 
84.7%(2016) 
70.0%(2015)

Ex Officio Investigation by 
CAA 

(See, §29, UPMR Act)

No. of Orders for 
Action 

50 (2017) 
27 (2016) 
13 (2015)

Independent Investigation by  
the Consumer Affairs Agency (CAA)

(iii) No. of Investigations 
Pertaining to Info. 
Provisions 

323 (2017) 
310 (2016) 
301 (2015)

(i) No. of Ex Officio 
Investigations 

93   (2017) 
45   (2016) 
129 (2015)

(ii) No. of Investigations 
Pertaining to Voluntary 
Reports 

9   (2017) 
11 (2016) 
0   (2015)

Voluntary Report by 
the Acting Entity 

(§9, UPMR Act)



第三のフェーズ
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理由 ̶ ネットワークモデルによる検討

• オブジェクションは、発信され
た時点では、centrality が低い
と思われる。 

• したがって、オブジェクション
が活用されるためには、
centrality がもともと高いメディ
アまたは組織（キュレーション・
メディアや、官公庁）が、オブ
ジェクションを収集し、再発信
する仕組みが有用と思われる。



• The cases introduced here assume relationships between the two parts.

• For the purpose of simplicity, the piece of information transmitted by F, the article 
distributed by Wi, the objection raised by O, the piece of information transmitted 
by Q, and the article distributed by Wj are respectively called F, Wi, O, Q and Wj.
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No node reaches Q within 2 degree 
of distance.

No node reaches O within 2 degree 
of distance.
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(Case - 1)

• Assume that O raises an objection against Wii.

• It implies that O depends on Wi to reach such article. 

• Therefore, in the model, this behavior of O is denoted by the arc sent by O to Wi.
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No node reaches Q within 2 degree 
of distance.

No node reaches O within 2 degree 
of distance.
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(Case - 2)

• Assume that O raises an objection against Wii, , and that O cites Q.

• This condition is denoted by the arc sent by O to Wi and the arc sent by O to Q.
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No node reaches Q within 2 degree 
of distance.

No node reaches O within 2 degree 
of distance.
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(Case - 3)

• Assume that O raises an objection against Wii, , that O does not cite Q, and that Wj curates and disseminates O. 

• This condition is denoted by the arc sent by O to Wi and the arc sent by Wj to O.

• No arc is sent by O to Q.
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No node reaches Q within 2 degree 
of distance.

Considerable number of nodes 
reaches O within 2 degree of distance.
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(Case - 4)

• Assume that O raises an objection against Wii, , that O cites Q, and that Wj curates and disseminates O. 

• This condition is denoted by the arc sent by O to Wi, the arc sent by O to Q, and the arc sent by Wj to O.

• Note that Wj depends on Q indirectly through O.
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No node reaches Q within 2 degree 
of distance.

Considerable number of nodes 
reaches O within 2 degree of distance.
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(Case - 5)

• Assume that O raises an objection against Wii, , that O cites Q, that Wj curates and disseminates O, and that Wj 
directly cites Q. 

• This condition is denoted by the arc sent by O to Wi, the arc sent by O to Q, the arc sent by Wj to O, and the arc 
sent by Wj to Q.

• Note that Wj depends on Q directly.
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Considerable number of nodes 
reaches Q within 2 degree of distance.

Considerable number of nodes 
reaches O within 2 degree of distance.
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The change in Pagerank
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Default Case -1 Case -2 Case -3 Case -4 Case -5



結論の応用範囲
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（実務系）

•本プロジェクトの成果物の利
用だけではなく，あらゆる種
類の informed consent の実
質化のために応用できる。 

•法律実務誌からの執筆依頼の
状況からしても、法律実務か
らの需要がかなり高いと思わ
れる。
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